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一審原告らは，平成 14年 11月 15日付け及び同年12月 3日付けの各準

備書面において，原告番号2，3，4，10.12.18，. 21t 24，. 25_ 

29，30.32，33，36，41.47，48，50，51，56，58， 

60，68.73，75，76，78，79，80ないし82の一審原告及び

その承継人につき，従前の請求に追加して，被相続人〈縛島丸乗船者)が一審

被告に対して取得した慰謝料請求権を相続したとする請求ないし一審原告ら自

身が浮島丸乗船者本人として一審被告に対して取得した慰謝料請求をそれぞれ

新たに請求する(訴えの変更)とともに，上記原告番号の一審原告並びに原告

番号63及び同65の一審原告について 従前の訴えを全部ないし一部取り下

げた。

そとで，一審被告は，本準備書面において，訴えの変更後の請求の趣旨ない

し取下げについて答弁するとともにとれらの一審原告らを含む全ての一審原告

ら及びその承継人について，予備的主張をする。

第2 一審原告らの訴えの変更後の請求の趣旨に対する答弁

一審原告らの変更後の請求をいずれも棄却する

訴訟費用は一審原告らの負担とする

との判決を求める。

なお，本件において仮執行宣言を付することは相当ではないが，仮にこれを

付される場合には，担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

第3 追加された請求原因(相続)に対する認否

1 相続の事実

追加された請求原因に係る相続の事実はいずれも不知ロ

2 犠牲者らの有する損害賠償請求権(慰謝料請求)を相続取得した旨の主張に
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に係る鵠求部分が2000万円から909万910円に減縮 (1090万90

90円取下げ)されたので，これにつき同窓する。

河原 告 番 号81について

原告審号81の一審原告については，従前の訴訟物である固有の慰謝料請求

に係る鯖求部分が2000万円から468万0852円に減縮 (1531万9

148円取下Ijつされたので，これにつき同意する。

19 原告香号82について

原告審号82の一審原告については，従前の訴訟物である固有の慰謝料詩求

に係る請求部分が2000万円から 1333万3334同に減縞 (666万6

666円取下げ)されたので，とれにつき同意する。

第5 予備的主張

一審被告は，平成 13年 10月23日付けま芦備書面(1)8，9， 4 5ないし5

2ページにおいて，原告番号a8ないし40，42，45，46，63ないし

67，69，70，72及び77の各一審原告との関係で，予備的に，一審原

告らと一審被告との聞に「私法上の旅客運送契約に類似した法律関係jがあり，

その法律関係に基づき，一審原告らが一審被告に対して，本来的債務ないし付

随的義務としての債務不履行に基づく損害賠償請求権を有するとしても，①日

韓協定2条1及び3により一審彼告は一審原告らの請求に応じる法的義務がな

いとの主張及び②消滅時効の援用の主張をしたが，その余の一審原告ら及びそ

の承継人左の関係でも，予備的に上記①及び②の主張をする。

これらの点に関する一審原告らの当審における従前の主張に対しては，一審

被告の当審における従前の主援を援用する(一審被告の平成 14年7月25日

付け準備書簡(2)，同年11月21日付け準備香苗(3)及び同日付け準備書面'(4))。
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